
奈良県道路交通法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和元年１１月２９日

奈良県公安委員会

委員長 向 井 利 明

奈良県公安委員会規則第１１号

奈良県道路交通法施行細則の一部を改正する規則

奈良県道路交通法施行細則（昭和４８年１２月奈良県公安委員会規則第１４号）の一

部を次のように改正する。

第２条第１項ただし書及び各号を削り、同条第２項を次のように改める。

２ 前項の規定にかかわらず、別表第１の左欄に掲げる法令等の規定による同表の中欄

に掲げる申請その他の手続は、それぞれ同表の右欄に掲げる者を経由して行うものと

する。

第２条第３項及び第２条の２を削る。

第５条中「（以下「署長」という。）」を削る。

第６条中「署長」を「警察署長」に改める。

第７条第１項中「別記様式第１号の２」を「別記様式第１号」に改め、同条第２項中

「別記様式第１号の３」を「別記様式第１号の２」に改める。

第７条の２第１項から第３項まで及び第６項並びに第７条の３中「届け出」を「届出

」に改める。

第８条第１項第３号中「署長」を「警察署長」に改める。

第９条第２項中「署長」を「警察署長」に、「第５条」を「第５条第２項」に改める。

第９条の２第２号中「もっぱら」を「専ら」に改める。

第１０条第１項第５号中「署長」を「警察署長」に改め、同項第９号シ中「車いす移

動車」を「車椅子移動車」に改め、同項第１０号ア中「別表第１」を「別表第２」に改

め、同号イ中「別表第１の左欄」を「別表第２の左欄」改める。

第１１条の見出し並びに同条第１項から第３項まで、第５項及び第６項中「署長」を

「警察署長」に改める。

第１２条の２中「別表第２」を「別表第３」に改める。

第２０条中「署長」を「警察署長」に改める。

第２１条の２の見出しを「（申請書に添付する書面）」に改め、同条第１項を次のよ



うに改める。

住所地を管轄する都道府県公安委員会以外の都道府県公安委員会に対する法第８９

条第１項の規定による仮運転免許の申請又は法第９４条第２項の規定による仮運転免

許に係る運転免許証（以下「免許証」という。）の再交付の申請を行う者は、運転免

許申請書（規則別記様式第１２）又は運転免許証再交付申請書（規則別記様式第１７

）に、現に自動車教習所で自動車の運転に関する教習を受けている者であることを証

明する届出自動車教習所教習受講証明書（別記様式第１７号の３）を添付して行わな

ければならない。

第２１条の２第２項中「平成６年２月国家公安委員会規則第１号」を「平成６年国家

公安委員会規則第１号」に改める。

第２２条第１項中「法第８９条に規定する免許申請書又は法第１００条の２第５項に

規定する再試験受験申込書」を「運転免許申請書又は再試験受験申込書（規則別記様式

第１７の３）」に改め、同条第３項中「運転免許」の次に「（以下「免許」という。）

」を加える。

第２５条の２中「規則第２９条第３項」を「規則第２１条第３項、規則第２９条第３

項」に、「及び規則第３０条の１０第２項」を「、規則第３０条の１０第２項及び規則

第３０条の１３第２項」に改め、同条ただし書を削る。

第２５条の３の次に次の１条を加える。

（適性検査の通知）

第２５条の４ 法第１０１条の２の２第５項に規定する通知は、再検査通知書（別記様

式第１９号の４）により行うものとする。

第２６条第１号中「運転免許試験」を「免許試験」に改め、「仮運転免許」の次に「

に係るもの」を加え、同条第３号中「運転免許試験」を「免許試験」に改める。

第２９条第１項を削り、同条第２項中「前項」を「令第３４条第３項第２号又は第４

項第２号に規定する旅客自動車の運転に関する教習を行う施設（以下「旅客自動車教習

所」という。）」に改め、「受けようとするときは」の次に「、旅客自動車教習所を設

置し、又は管理する者は」を加え、「別記様式第２４号」を「別記様式第２３号」に改

め、同項を同条第１項とし、同項の次に次の１項を加える。

２ 前項の規定による申請を受けた公安委員会は、指定の基準（行政手続法（平成５年

法律第８８号）又は奈良県行政手続条例（平成８年３月奈良県条例第２６号）の規定



により公安委員会が定める審査基準又は処分基準における教習を行う施設の指定の基

準をいう。以下同じ。）に適合するものを、指定旅客自動車教習所として指定するこ

とができる。

第２９条第３項を次のように改める。

３ 前項の規定により指定旅客自動車教習所を指定したときは、指定書（別記様式第２

４号）を交付するものとする。

第２９条第４項中「第２項」を「第１項」に、「別記様式第２６号」を「別記様式第

２５号」に改め、同条第５項中「指定基準」を「指定の基準」に、「設置」を「設置し、

」に、「必要な指示をし、又は報告若しくは」を「報告又は」に改め、同条第７項中「

解除した」を「取り消した」に、「指定解除通知書」を「指定取消通知書」に、「通知

する」を「通知するものとする」に改め、同項を同条第９項とし、同条第６項中「指定

基準に適合しなくなったとき」を「指定の基準に適合しなくなったとき又は前項の規定

による命令に違反したとき」に、「解除するものとする」を「取り消すことができる」

に改め、同項を同条第８項とし、同条第５項の次に次の２項を加える。

６ 公安委員会は、指定旅客自動車教習所が指定の基準に適合しなくなったと認めると

きは、当該指定旅客自動車教習所を設置し、又は管理する者に対し、当該指定自動車

教習所を指定の基準に適合させるため必要な措置をとることを命ずることができる。

７ 前項の規定により必要な措置をとることを命じたときは、措置命令書（別記様式第

２６号）を交付するものとする。

第３１条を削り、第３０条の２を第３１条とする。

別表第３及び別表第４を削り、別表第２を別表第３とし、別表第１を別表第２とし、

別表第１として次の１表を加える。



別表第１（第２条関係）

法令等の規定 申請その他の手続 経由する者

法第５９条第２項ただし書 制限外牽引の許可の申請 奈良県警察本部交
け ん

通部交通規制課長、

奈良県警察本部交

通部高速道路交通

警察隊長又は車両

の出発地を管轄す

る警察署長

法第７４条の３第５項 安全運転管理者等の選任及び解 自動車の使用の本

任の届出 拠の位置を管轄す

る警察署長

法第７５条第１０項 自動車の使用制限に係る標章の 自動車の使用の本

除去の申請 拠の位置を管轄す

る警察署長

法第７５条の２第３項 自動車の使用制限に係る標章の 自動車の使用の本

除去の申請（法第７５条第１０ 拠の位置を管轄す

項の準用） る警察署長

法第８９条第１項 免許の申請 奈良県警察本部交

通部運転免許課長

（以下「運転免許

課長」という。）

法第８９条第３項 技能検査の申請 運転免許課長



法第９４条第１項 免許証の記載事項の変更の届出 運転免許課長又は

警察署長

法第９４条第２項 免許証の再交付の申請 運転免許課長又は

警察署長

法第９８条第２項 自動車教習所の届出 運転免許課長

法第９９条第１項 自動車教習所の指定の申請 運転免許課長

法第１００条の２第５項 再試験の申込み 運転免許課長

法第１０１条第１項及び第 免許証の有効期間の更新の申請 運転免許課長又は

１０１条の２第１項 ※１ 警察署長※２

法第１０１条の２の２第１ 免許証の有効期間の更新の申請 運転免許課長

項

法第１０１条の６第１項 医師の届出 運転免許課長

法第１０４条の４第１項前 免許の取消しの申請 運転免許課長又は

段 警察署長

法第１０４条の４第１項後 他の種類の免許を受けたい旨の 運転免許課長又は

段 申出 警察署長

法第１０４条の４第５項 運転経歴証明書の交付の申請 運転免許課長又は

警察署長



法第１０５条第２項 運転経歴証明書の交付の申請（ 運転免許課長又は

法第１０４条の４第５項の準用 警察署長

）

法第１０７条第１項 免許証の返納 運転免許課長又は

警察署長

法第１０７条第３項 免許の効力が停止された免許証 運転免許課長又は

の提出 住所地を管轄する

警察署長

法第１０７条の５第５項 運転を禁止された国際運転免許 運転免許課長又は

証等の提出 住所地を管轄する

警察署長

法第１０７条の７第２項 国外運転免許証の交付の申請 運転免許課長又は

住所地を管轄する

警察署長

法第１０７条の１０第１項 有効期間が満了した国外運転免 運転免許課長又は

許証及び失効した国外運転免許 住所地を管轄する

証の返納 警察署長

法第１０７条の１０第２項 免許の効力が停止された国外運 運転免許課長又は

転免許証の提出 住所地を管轄する

警察署長

法第１０８条の２第１項（ 講習の受講の申請、申出等※３ 運転免許課長又は

第１号及び第１４号を除く。 警察署長※２

）及び第２項



法第１０８条の２第１項第 講習の受講の申出 奈良県警察本部交

１号及び第１４号 通部交通企画課長

（以下「交通企画

課長」という。）

法第１０８条の４第２項 指定講習機関の指定の申請 運転免許課長

法第１０８条の３２第１項 都道府県交通安全活動推進セン 交通企画課長

ターの指定の申請

法第１０８条の３２の２第 運転免許取得者教育の認定の申 運転免許課長

１項 請

令第１３条第１項 緊急自動車の届出及び指定の申 自動車の使用の本

請 拠の位置を管轄す

る警察署長

令第１４条の２第１号 道路維持作業用自動車の届出 自動車の使用の本

拠の位置を管轄す

る警察署長

令第１４条の２第２号 道路維持作業用自動車の指定の 自動車の使用の本

申請 拠の位置を管轄す

る警察署長

令第３７条の７第１号 適性検査の申出 運転免許課長

規則第１８条の５ 限定解除審査の申請 運転免許課長



規則第２９条の２の４第４ 期間内に認知機能検査を受検し 運転免許課長

項 ないやむを得ない理由のあるこ

とを証する書類の提出

規則第２９条の２の５第４ 期間内に高齢者講習を受講しな 運転免許課長

項 いやむを得ない理由のあること

を証する書類の提出

規則第３０条の１２第１項 運転経歴証明書の記載事項の変 運転免許課長又は

更の届出 警察署長

規則第３０条の１３第１項 運転経歴証明書の再交付の申請 運転免許課長又は

警察署長

規則第３０条の１４ 運転経歴証明書の返納 運転免許課長又は

警察署長

規則第３１条の５第３項 届出自動車教習所の廃止及び名 運転免許課長

称等の変更の届出

規則第３６条 指定自動車教習所指定申請書の 運転免許課長

記載事項の変更の届出

規則第３８条の４第３項 期間内に初心運転者講習を受講 運転免許課長

しないやむを得ない理由のある

ことを証する書類の提出

規則第３８条の４の２第３ 期間内に違反者講習を受講しな 運転免許課長

項 いやむを得ない理由のあること

を証する書類の提出



指定講習機関に関する規則 指定講習機関の名称等の変更の 運転免許課長

（平成２年国家公安委員会 届出

規則第１号。以下「講習機

関規則」という。）第４条

第１項

講習機関規則第４条第３項 指定講習機関の指定に係る申請 運転免許課長

書に添付する書類の内容の変更

の届出

講習機関規則第５条第５号 運転適性指導員に係る審査の申 運転免許課長

請

講習機関規則第７条第５号 運転習熟指導員に係る審査の申 運転免許課長

請

講習機関規則第９条第１項 講習業務規程の認可の申請 運転免許課長

講習機関規則第９条第２項 講習業務規程の変更の認可の申 運転免許課長

請

講習機関規則第１１条 講習結果報告書の提出 運転免許課長

講習機関規則第１３条 事業報告書及び収支決算書の提 運転免許課長

出

講習機関規則第１４条第１ 講習の休廃止の許可等の申請 運転免許課長

項



交通安全活動推進センター 都道府県交通安全活動推進セン 交通企画課長

に関する規則（平成１０年 ター（以下「都道府県センター

国家公安委員会規則第３号 」という。）の名称等の変更の

）第３条第１項 届出

交通安全活動推進センター 都道府県センターの指定に係る 交通企画課長

に関する規則第３条第３項 申請書に添付する書類の内容の

変更の届出

交通安全活動推進センター 事業計画書及び収支予算書の提 交通企画課長

に関する規則第７条第１項 出

交通安全活動推進センター 事業報告書及び収支決算書の提 交通企画課長

に関する規則第７条第２項 出

届出自動車教習所が行う教 教習の課程の指定の申請 運転免許課長

習の課程の指定に関する規

則第２条第１項

届出自動車教習所が行う教 教習の課程の指定に係る申請書 運転免許課長

習の課程の指定に関する規 に添付する書類の記載事項の変

則第４条 更の届出

技能検定員審査等に関する 技能検定員審査の申請 運転免許課長

規則（平成６年国家公安委

員会規則第３号。以下「技

能検定員審査規則」という。

）第３条第１項

技能検定員審査規則第５条 技能検定員審査合格証明書の再 運転免許課長



第２項 交付の申請

技能検定員審査規則第７条 技能検定員資格者証の交付の申 運転免許課長

第２項 請

技能検定員審査規則第８条 技能検定員資格者証の再交付の 運転免許課長

第１項 申請

技能検定員審査規則第８条 技能検定員資格者証の書換えの 運転免許課長

第２項 申請

技能検定員審査規則第９条 技能検定員資格者証の返納 運転免許課長

第２項

技能検定員審査規則第１１ 教習指導員審査の申請 運転免許課長

条第１項

技能検定員審査規則第１３ 教習指導員審査合格証の再交付 運転免許課長

条第２項 の申請（技能検定員審査規則第

５条第２項の準用）

技能検定員審査規則第１５ 教習指導員資格者証の交付の申 運転免許課長

条第２項 請

技能検定員審査規則第１６ 教習指導員資格者証の再交付の 運転免許課長

条第１項 申請（技能検定員審査規則第８

条第１項の準用）

教習指導員資格者証の書換えの 運転免許課長

申請（技能検定員審査規則第８



条第２項の準用）

技能検定員審査規則第１６ 教習指導員資格者証の返納（技 運転免許課長

条第２項 能検定員審査規則第９条第２項

の準用）

運転免許取得者教育の認定 運転免許取得者教育を行う者の 運転免許課長

に関する規則（平成１２年 氏名等の変更の届出

国家公安委員会規則第４号

）第７条第１項

運転免許取得者教育の認定 運転免許取得者教育の認定に係 運転免許課長

に関する規則第７条第３項 る申請書に添付する書類の内容

の変更の届出

第７条第４項 緊急自動車指定証の記載事項の 自動車の使用の本

変更の届出 拠の位置を管轄す

る警察署長

第７条第５項 緊急自動車指定証の再交付の申 自動車の使用の本

請 拠の位置を管轄す

る警察署長

第７条第６項 緊急自動車指定証の返納 自動車の使用の本

拠の位置を管轄す

る警察署長

第７条の２第４項 緊急自動車届出確認証の記載事 自動車の使用の本

項の変更の届出 拠の位置を管轄す

る警察署長



第７条の２第５項 緊急自動車届出確認証の再交付 自動車の使用の本

の申請 拠の位置を管轄す

る警察署長

第７条の２第６項 緊急自動車届出確認証の返納 自動車の使用の本

拠の位置を管轄す

る警察署長

第７条の３ 道路維持作業用自動車届出確認 自動車の使用の本

証の記載事項の変更の届出（第 拠の位置を管轄す

７条の２第４項の準用） る警察署長

道路維持作業用自動車届出確認 自動車の使用の本

証の再交付の申請（第７条の２ 拠の位置を管轄す

第５項の準用） る警察署長

道路維持作業用自動車届出確認 自動車の使用の本

証の返納（第７条の２第６項の 拠の位置を管轄す

準用） る警察署長

第７条の４ 道路維持作業用自動車指定証の 自動車の使用の本

記載事項の変更の届出（第７条 拠の位置を管轄す

第４項の準用） る警察署長

道路維持作業用自動車指定証の 自動車の使用の本

再交付の申請（第７条第５項の 拠の位置を管轄す

準用） る警察署長

道路維持作業用自動車指定証の 自動車の使用の本



返納（第７条第６項の準用） 拠の位置を管轄す

る警察署長

第１６条第１項 安全運転管理者等の届出事項の 自動車の使用の本

変更の届出 拠の位置を管轄す

る警察署長

第１８条第１項 安全運転管理者等の教習の申出 自動車の使用の本

及び認定の申請 拠の位置を管轄す

る警察署長

第２５条の３第１項 認知機能検査の申請 運転免許課長

第２８条 緊急自動車の運転資格の審査の 運転免許課長

申請

第２９条第１項 旅客自動車教習所の指定の申請 運転免許課長

第２９条第４項 指定旅客自動車教習所の指定に 運転免許課長

係る申請書の記載事項の変更の

届出

※１ 警察署長を経由して行う申請は、法第９２条の２第１項の表の備考１の２の

優良運転者又は法第１０１条の４第１項の７０歳以上の者の特例を受ける者で

法第１０８条の２第１項第１２号に掲げる講習を受けたものによるものに限る。

※２ 橿原警察署長を除く。

※３ 警察署長を経由して行う申請は、法第１０８条の２第１項第１１号に掲げる

講習を受けようとする者によるものに限る。



別記様式第１号を削り、別記様式第１号の２を別記様式第１号とし、別記様式第１号

の３を別記様式第１号の２とする。

別記様式第１９号の３（（その３）の様式に限る。）に備考として次のように加える。

備考 法第１０１条の７第１項の規定による認知機能検査の結果を通知するときは、

「高齢者講習は認知機能検査の結果に基づいて実施されますので、高齢者講習を

受講する際には、この書面を必ず持参して下さい。」は記載しない。

別記様式第１９号の３の次に次の１様式を加える。



別記様式第19号の４（第25条の４関係） 

 

再 検 査 通 知 書 

 

奈公委 第     号  

    年  月  日  

 

 

            様 

 

 

奈良県公安委員会  印  

 

 

 

 あなたが、    年  月  日    公安委員会を経由して行った運転免許証

の更新申請について、道路交通法（昭和35年法律第1 0 5号）第1 0 1条の２の２第５項の

規定に基づき、再度、適性検査を行う必要がありますので、下記の日時及び場所におい

て受検してください。 

 なお、下記日時に検査が受けられない場合は、奈良県警察本部交通部運転免許課免許

係（0744-22-5541）に連絡してください。 

 

記 

 

 １ 検査日時 

       年  月  日 
午前 

午後 
     時 

 

 ２ 検査場所 

   奈良県橿原市葛本町1 2 0番地の３ 

    奈良県警察本部交通部運転免許課 

 
運転免許課案内図 

（略） 
 

  



別記様式第２１号の２から別記様式第２２号までを次のように改める。



別記様式第21号の２（第27条の２関係） 

運転経歴証明書交付・再交付申請書 

年  月  日  

 奈良県公安委員会 殿 

変
更
の
有
無(

有
・
無) 

フリガナ     
生
年
月
日 

年  月  日 

性 別   

 

写 真 

 

氏 名 

    男 女 

1 2 

住 所 
  

連絡先 自宅・携帯  ―  ―    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再交付申請のと 

きは、その理由 

 亡失・滅失   盗難   汚損・破損   記載事項変更   備考欄記載   写真変更 
 

その他（                                     ） 

手 数 料 

  



別記様式第21号の３（第27条の２関係） 

運転経歴証明書記載事項変更届（県内用） 

  奈良県公安委員会 殿                                                   年   月   日 

受 付 場 所 センター 91 警察署  届出者氏名                               

資 料 区 分 

住 氏 住＋氏 本籍 本＋住 本＋氏 本＋住＋氏 県修正 呼び名   

51 52 53 54 55 56 57 B5 Y9 

生 年 月 日 
大正 昭和 平成 令和 

 年  月  日 性 別 
男 女   

2 3 4 5 1 2 

経歴証番号  
同時 照会の

有 無  

登録年月日

登 録 番 号 

令和 
 年  月  日 ―  

5 

  

経
歴
証
明
書
の
写
し(

裏
面
記
載
の
有
・
無)

 

    

呼 び 名  統 一 氏 名  ―  

変

更

事

項 

フリガナ     生
年
月
日 

大
昭
平
令 

年  月  日  

性 別 

氏 名 
    

男 女 

住 所 

  

連 絡 先

電話番号 

自宅 
 番  

携帯 

 

折
り
曲
げ
な
い
で
く
だ
さ
い
。 

 氏 名    

 

       

生 年 月 日      年   月   日 
    

住民票 
 

    備
考   

登録証明書等 
住 所     

交 付        年   月   日   
公的領収書 

    

  
保険証 

  
郵便物 

  その他 
(  ) 

番号               号 

     

 
受付印 

   
表示変更 

免

許

年

月

日 

第一種

免 許 

二・小・原 年 月 日
有無       

 

 

 

 

 

 

    

免許

の 

種類 

大

 

型 

中

 

型 

準

中

型 

普

 

通 

大

 

特 

大

自

二 

普

自

二 

小

 

特 

原

 

付 

け

 

引 

大

型

二 

中

型

二 

普

通

二 

大

特

二 

け

引

二 

       

その他 年 月 日  確 認 者 オペレーター  

第二種免許 年 月 日  

 

  

 

 

  
      

                                                                                                                            

一
変
更
事
項
の
欄
に
は
変
更
し
た
事
項
の
み
を
記
載
す
る
こ
と
。 

二
電
話
番
号
に
は
、
市
外
局
番
と
市
内
局
番
の
間
に
、
ハ
イ
フ
ン
)－(

を
入
れ
る
こ
と
。 



運転経歴証明書記載事項変更届(転入用) 

  奈良県公安委員会 殿                                                   年   月   日 

受 付 場 所 センター 91 警察署  届出者氏名                               

資 料 区 分 

住 住＋氏 住＋本 住＋氏＋本       

A1 A3 A5 A7 
 

 

  

生 年 月 日 
大正 昭和 平成 令和 

 年  月  日 性 別 
男 女   

2 3 4 5 1 2 

経歴証番号  
同 時照会の

有 無  

登録年月日

登 録 番 号 

令和 
 年  月  日 ―  

5 

         

       

経
歴
証
明
書
の
写
し(

裏
面
記
載
の
有
・
無) 

    

呼 び 名  統 一 氏 名  ―  

変

更

事

項

 

フリガナ     
生
年
月
日 

大
昭
平
令 

年  月  日  

性別 

氏 名 

    

男 女 

住 所 

  

   

   

連 絡 先

電話番号 

自宅 
 番  

 
発行都道府県  

携帯 

 

折 

り 

曲 

げ 

な 

い 

で 

く 

だ 

さ 

い 

  。 

 氏 名    

 

       

生 年 月 日      年   月   日 
    

住民票 
 

    備
考   

登録証明書等 
住 所     

交 付      年   月   日   
公的領収書 

    

  
保険証 

  
郵便物 

  その他 
(  ) 

番号               号 

     

 
受付印 

   
表示変更 

免

許

年

月

日 

第一種

免 許 

二・小・原 年 月 日
有無               

           

           

           

 

 

 

    

免許

の 

種類 

大

 

型 

中

 

型 

準

中

型 

普

 

通 

大

 

特 

大

自

二 

普

自

二 

小

 

特 

原

 

付 

け

 

引 

大

型

二 

中

型

二 

普

通

二 

大

特

二 

け

引

二 

       

その他 年 月 日  確 認 者 オペレーター  

第二種免許 年 月 日   

 

 

 

 

  
      

  

                                                                                          

 

                                                                                                                                                        

                        

                                                                            

 

一
変
更
事
項
の
欄
に
は
変
更
し
た
事
項
の
み
を
記
載
す
る
こ
と
。 

二
電
話
番
号
に
は
、
市
外
局
番
と
市
内
局
番
の
間
に
、
ハ
イ
フ
ン

)－(

を
入
れ
る
こ
と
。 



別記様式第22号（第28条関係） 

緊 急 自 動 車 運 転 資 格 審 査 申 請 書 

 

    年  月  日  

 奈 良 県 公 安 委 員 会 殿 

氏 名 ・ 生 年 月 日   年  月  日  

住 所   

審査に係る緊急自動車の

種 類 

中 型 準中型 普 通 大自二 普自二 小型二輪 

ＭＴ車    ＡＴ車  

現

に

受

け

て

い

る

免

許 

交付公安委員会名 公 安 委 員 会    

交 付 年 月 日 年  月  日 有 効 期 限 年  月  日  

免 許 証 番 号 第                     号 

第 一 種

免 許 

二 ・

小 ・原 
年     月     日  

そ の他 年     月     日  

第 二 種 免 許 年     月     日  

免 許 の 種 類 

大

型 

中

型 

準

中

型 

普

通 

大

特 

大

自

二 

普

自

二 

小

特 

原

付 

け

ん

引 

大

型

二 

中

型

二 

普

通

二 

大

特

二 

け
ん
引
二 

免 許 の 条 件   

緊急自動車

の 使 用 者 

所 在 地   

職 名   

氏 名 印  

備考 
 １ 審査に係る緊急自動車の種類及び免許の種類は、該当するものを○で囲むこと。  

２ 「ＭＴ車」は、ＡＴ車以外の自動車をいう。 
 ３ 緊急自動車の使用者欄の「印」は、公印を用いること。 



別記様式第２３号を削る。

別記様式第２４号中「第２９条」を「第２９条関係」に改め、同様式を別記様式第２

３号とする。

別記様式第２５号を別記様式第２４号とする。

別記様式第２６号中「第２９条」を「第２９条関係」に改め、同様式を別記様式第２

５号とし、同様式の次に次の１様式を加える。



別記様式第26号（第29条関係） 

奈良県公安委員会達第   号 

 

措 置 命 令 書 

 

年   月   日   

 

 住所  

 

                 殿 

 

奈良県公安委員会 印  

 

 奈良県道路交通法施行細則（昭和48年12月奈良県公安委員会規則第14号）第29条第６項

の規定により、次の措置をとることを命ずる。 

 

 指定番号 

 

 措置命令内容 

 

 

 

理  由 

（教示事項) 
１ この処分について不服があるときは、行政不服審査法（平成26年法律第68号）の規定
により、奈良県公安委員会に対し、この処分があったことを知った日の翌日から起算し
て３か月以内に審査請求をすることができます（なお、この処分があったことを知った
日の翌日から起算して３か月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して
１年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。）。 

２ この処分については、行政事件訴訟法（昭和37年法律第1 3 9号）の規定により、奈良
県（訴訟において奈良県を代表する者は奈良県公安委員会となります。）を被告として、
この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に処分の取消しの訴
えを提起することができます（なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算
して６か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過したときは、
処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、上記１の審査請
求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算
して６か月以内に処分の取消しの訴えを提起することができます。 

き り と り 

  
受 領 文 書     年  月  日付け 奈良県公安委員会達第   号 

  

受 領 者 

 受領年月日     年  月  日 

 

 被処分者との関係      氏名          印 

取 扱 者  所属     階級     氏名          印 

  

 



別記様式第２７号を次のように改める。



別記様式第27号（第29条関係） 

奈良県公安委員会達第   号 

 

指 定 取 消 通 知 書 

 

年   月   日   

 

 住所  

 

                 殿 

 

奈良県公安委員会 印  

 

 奈良県道路交通法施行細則（昭和48年12月奈良県公安委員会規則第14号）第29条第８項

の規定により、指定旅客自動車教習所の指定を取り消したので、通知します。 

 

 指定番号 

 

 理  由 

（教示事項) 
１ この処分について不服があるときは、行政不服審査法（平成26年法律第68号）の規定
により、奈良県公安委員会に対し、この処分があったことを知った日の翌日から起算し
て３か月以内に審査請求をすることができます（なお、この処分があったことを知った
日の翌日から起算して３か月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して
１年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。）。 

２ この処分については、行政事件訴訟法（昭和37年法律第1 3 9号）の規定により、奈良
県（訴訟において奈良県を代表する者は奈良県公安委員会となります。）を被告として、
この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に処分の取消しの訴
えを提起することができます（なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算
して６か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過したときは、
処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、上記１の審査請
求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算
して６か月以内に処分の取消しの訴えを提起することができます。 

き り と り 

  
受 領 文 書     年  月  日付け 奈良県公安委員会達第   号 

  

受 領 者 

 受領年月日     年  月  日 

 

 被処分者との関係      氏名          印 

取 扱 者  所属     階級     氏名          印 

  

 



別記様式第２８号中「第３０条」を「第３０条関係」に改める。

別記様式第２８号の２中「第３０条の２の関係」を「第３１条関係」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、令和元年１２月１日から施行する。

（経過措置）

２ 運転経歴証明書交付・再交付申請書及び運転経歴証明書記載事項変更届の様式につ

いては、この規則による改正後の奈良県道路交通法施行細則別記様式第２１号の２及

び別記様式第２１号の３の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることが

できる。

（放置車両確認事務の委託の手続等に関する規則の一部改正）

３ 放置車両確認事務の委託の手続等に関する規則（平成１７年７月奈良県公安委員会

規則第８号）の一部を次のように改正する。

第２条中「第２条本文」を「第２条第１項」に改める。
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